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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成21年1月29日(2009.1.29)

【公表番号】特表2008-528969(P2008-528969A)
【公表日】平成20年7月31日(2008.7.31)
【年通号数】公開・登録公報2008-030
【出願番号】特願2007-552204(P2007-552204)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  33/543    (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  33/545    (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  33/533    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ  33/543   ５２５Ｕ
   Ｇ０１Ｎ  33/545   　　　Ａ
   Ｇ０１Ｎ  33/543   ５７５　
   Ｇ０１Ｎ  33/533   　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成20年12月8日(2008.12.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アミノデキストランのコーティングを有し、そしてその中に包含される金属キレートを
有するキャリアであって、この金属キレートが、キャリア１ミリグラム当たり少なくとも
０.０６５μモルの量で存在し、このアミノデキストランコーティング密度が、平均して
キャリア１ミリグラム当たり少なくともおよそ４５μｇであるキャリアを含む、イムノア
ッセイのシグナル産生成分としての使用に好適な組成物。
【請求項２】
　金属キレートが、キャリア１ミリグラム当たりおよそ０.０６５μモル～およそ０.１５
０μモルの量で存在する、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　金属キレートが、ユーロピウム錯体を包含する、請求項１に記載の組成物。
【請求項４】
　キャリアが、ラテックス粒子を包含する、請求項３に記載の組成物。
【請求項５】
　イムノアッセイのシグナル産生成分としての使用に好適な組成物であって、この組成物
が、
　アミノデキストランでコーティングされ、そして以下の式：
　　　　Ｍ（Ｌ１）ｘ（Ｌ２）ｙ

を有する錯体をその中に包含したキャリア
を含み、ここで
　Ｍは、ユーロピウム、テルビウム、ジスプロシウム、サマリウム、オスミウム及びルテ
ニウムからなる群より選択される金属であり；
　Ｌ１は、ＤＰＰ、ＴＯＰＯ、ＴＰＰＯからなる群より選択されるリガンドであり；
　Ｌ２は、以下の式：
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【化１】

［Ｒは、１つ又はそれ以上の置換基であり、各々の置換基は、電子供与基を包含し；
　ｎ＝２～１０である］を有するリガンドを包含し、
　ｘ＝１～２であり；そして
　ｙ＝２～４である、
上記組成物。
【請求項６】
　各々のＲが、Ｃ1～Ｃ6アルキル、ジアルキルアミン、エーテル、チオエーテル及びアリ
ールからなる群より独立して選択される、請求項５に記載の組成物。
【請求項７】
　Ｍが、ユーロピウムを包含する、請求項６に記載の組成物。
【請求項８】
　キャリアが、ラテックス粒子を包含する、請求項７に記載の組成物。
【請求項９】
　ｎ＝３である、請求項５に記載の組成物。
【請求項１０】
　ｘ＝１であり、そしてｙ＝３である、請求項５に記載の組成物。
【請求項１１】
　ｎ＝７である、請求項５に記載の組成物。
【請求項１２】
　Ｌ２が、以下：
【化２】

を包含する、請求項５に記載の組成物。
【請求項１３】
　Ｌ２が、以下：
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【化３】

を包含する、請求項５に記載の組成物。
【請求項１４】
　Ｌ２が、以下：
【化４】

を包含する、請求項５に記載の組成物。
【請求項１５】
　Ｌ２が、以下：
【化５】

を包含する、請求項５に記載の組成物。
【請求項１６】
　Ｌ２が、以下：
【化６】

を包含する、請求項５に記載の組成物。
【請求項１７】
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　コーティングが、デキストランアルデヒドを含む第二の層をさらに含む、請求項５に記
載の組成物。
【請求項１８】
　キャリアが、酸素受容体をさらに含む、請求項５に記載の組成物。
【請求項１９】
　請求項１に記載の組成物をシグナル産生成分として用いてイムノアッセイを行うことを
含む、分析物を含むと推測される試験サンプル中でこの分析物の存在又は量を検出する方
法。
【請求項２０】
　イムノアッセイが、ルミネセンス酸素チャネリングイムノアッセイを包含する、請求項
１９に記載の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明の一局面に従って、イムノアッセイのシグナル産生成分としての使用に好適な組
成物が提供される。この組成物は、アミノデキストランのコーティングを有し、そして金
属キレートで染色されるキャリアを含む。この金属キレートは、キャリア１ミリグラム当
たり少なくとも０.０６５μモルの量で存在し、そして平均のアミノデキストランコーテ
ィング密度は、キャリア１ミリグラム当たり少なくともおよそ４５μｇである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　このアミノデキストランコーティングは、特異的な結合アッセイにおいてキャリアの特
異性を改善し、従ってイムノアッセイの感度を改善する。本発明の金属キレートが、少な
くとも０．０６５μモルの高濃度で染料が存在するとき、予想外に、キャリア１ミリグラ
ム当たり少なくともおよそ４５μｇの量のアミノデキストランによるキャリアのコーティ
ングを可能とすることが発見された。本発明の一つの好ましい実施態様に従って、このア
ミノデキストランコーティングは、キャリア１ミリグラム当たり少なくともおよそ４９μ
ｇで存在する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　金属キレートは、公知の方法、例えば染色を通じてキャリアに包含される。この金属キ
レートは、蛍光シグナル又は化学ルミネセンスシグナルの検出を可能にする。この金属キ
レートは、比較的高い濃度の金属キレートが、キャリアへのアミノデキストランコーティ
ングの結合を妨げないように選択される。本発明の一実施態様に従って、この金属キレー
トは、キャリア１ミリグラム当たり少なくとも０.０６５μモルの量で存在し、一方アミ
ノデキストランの平均コーティング密度は、キャリア１ミリグラム当たり少なくともおよ
そ４５μｇである。本発明の別の実施態様において、この金属キレートは、キャリア１ミ
リグラム当たり少なくとも０.０６５μモル及びおよそ０.１５０μモル未満、より好まし
くはキャリア１ミリグラム当たりおよそ０.０７９μモル～およそ０.１５０μモル、そし
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てより好ましくはキャリア１ミリグラム当たりおよそ０.０８７μモルの量で存在する。
本発明の別の実施態様において、この金属キレートは、およそ０.１１０μモル～およそ
０.１３５μモルの量で存在する。金属キレート及びアミノデキストランのこれらの濃度
は、目的の分析物に対する応答シグナル及び成分特異性との適切なバランスを提供するこ
とが見出されている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
【表２】

【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４２】
　対照的に、図４に示されるように、本発明の化合物は、わずか０.０６５ミリモル　Ｅ
ｕ／ビーズｇで、アミノデキストラン濃度及びＬＯＣＩシグナルに関して両方プラトーに
なり始めた。この濃度で、平均のアミノデキストランコーティング濃度は、４９μｇ／ビ
ーズｍｇであった。さらに、このアミノデキストラン濃度は一般的に、ユーロピウム濃度
が増大するにつれて安定を保った。
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